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パナマ文書、日本を直撃？ 新情報求め、来月一部公開／

税逃れ会社設立「簡単です」／ツケ払うのは一般の国民 

毎日新聞 2016 年 4 月 25 日 

パナマ文書の流出元となったパナマ市内の法律事務所「モサック・フォンセカ」（画面奥）。

マネーロンダリングなどに関わった疑いでパナマの検察当局は１２日、同事務所を家宅捜

索した。文書に端を発した課税逃れ問題は日本にも波及するか＝ＡＰ 

    

 中米パナマの法律事務所から流出した内部文書「パナマ文書」は、各国首脳がタックス

ヘイブン（租税回避地）にため込んだ“隠し財産”を暴いた。５月上旬には個人名や法人

名などの基本情報がウェブサイトに公開されるという。アイスランドでは首相辞任にまで

発展したパナマ文書旋風。日本にも社会を揺るがすような衝撃を与えるのか−−。【小林祥晃】  

 

新情報求め、来月一部公開  

 

 「国会議員とその家族の名前がパナマ文書にあるか調べましたが、今のところ見当たり

ません。ただ、私たちの調査にも限界があります。５月にデータの一部が公開されれば、

把握していなかった親族や秘書、知人などの名前を使ったケースが発覚し、状況が変わる

かもしれません」  

 

 こう語るのは、パナマ文書を入手した「国際調査報道ジャーナリスト連合」（ＩＣＩＪ）

に加入する朝日新聞編集委員の奥山俊宏さんだ。ＩＣＩＪは世界６５カ国、約１９０人の

記者が参加する非営利組織。日本からは朝日新聞社と共同通信社が参加しており、奥山さ

んは２０１１年から会員になった。  

 

 パナマ文書は、パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した１１５０万

点の内部文書。同事務所がタックスヘイブンで会社設立の手助けをした世界の富裕層や企

業との契約書類、メールが含まれ、データ量は２６００ギガバイト。これは、内部告発サ

イト「ウィキリークス」が１０年に入手した米国の外交公電の約１５００倍にあたる。  

 

 ＩＣＩＪ加盟社は、この文書の分析や取材を進め、各国首脳によるタックスヘイブンを

使った課税逃れの疑惑を今月３日から全世界で一斉に報道し始めた。５月上旬に公開され

るのは、文書の中に出てくる２１万以上の法人名と役員・株主名などの基本情報に限られ



るが、ＩＣＩＪのウェブサイトにアクセスすれば、誰でも見られるという。  

 

 パナマ文書の日本関連分を分析してきた朝日新聞と共同通信は「日本在住者では約４０

０人の名前が確認された」と報じた。共同は「警備会社セコムの創業者の名前もあった」

とも伝えた。セコムは毎日新聞の取材に「日本の税務当局から求められた情報は随時、開

示しており、合法的に処理されていると聞いている」と、適法性を強調する。ならば、問

題はないのか。  

 

 奥山さんは「文書に名前があるからといって全て違法というわけではありませんが、合

法であっても法や制度の欠陥の問題提起になるケースはあると思う」と話す。パナマ文書

の基本情報を公開する理由についても「市民の情報や知恵も借りながら、社会全体で問題

を共有するという意義がある」と指摘する。富める者が税を払わずにすむ仕組みのままで

いいのかという根源的な問いかけである。  

 

税逃れ会社設立「簡単です」  

 

 パナマ文書の衝撃は対岸の火事ではない。「日本の一流企業でタックスヘイブンに子会社

を持っていない企業はないんじゃないかな。有能な経営者はタックスヘイブンを使って納

税額を抑えていますよ」。企業の納税実態に詳しい中央大学名誉教授（税務会計学）の富岡

幸雄さんは、あっさりと断言する。  

 

 終戦直後の１９４６年から１５年間、国税庁に勤務し企業の申告漏れの摘発に辣腕（ら

つわん）を振るい、９１歳の現在も学者として課税逃れの実態を調べている。富岡さんは

「世界の税制を知り尽くした税理士や会計士の集団が、顧客である多国籍企業や経営者に

課税逃れの手法を提案し、報酬を得ている」と指摘。「彼らは『タックスプロモーター』と

呼ばれていて、日本にもこうした助言をする事務所はいくつもある」と語る。  

 

 実情はどうなんだろうと、都内の一等地で国際会計事務を扱うオフィスを訪ねてみた。

「分かる者が全員席を外しておりまして」と門前払いが数軒続いた後、ようやくパナマ船

籍の登録業務をしている会社が「うちはやっていませんがね」と言いながら、課税逃れ目

的の会社設立の手続きについて解説してくれた。  

 

 「パナマにペーパーカンパニーを作るのは簡単ですよ。役員を決め、数十万円の手数料

を払えば数日で作れます。契約しているパナマの法律事務所に書類を送れば、現地の弁護

士が手続きしてくれる。もちろん現地に行く必要はありません。富裕層や大企業の資産管

理専門の業者は少なくないでしょうね」  



 

 日本でもタックスヘイブン経由の課税逃れが横行しているとは……。規制することはで

きないのか。富岡さんに尋ねると、「政府も手をこまぬいてきたわけではないんだけれど」

と複雑な表情を浮かべ、摘発の難しさを語った。  

 

 「７８年にはタックスヘイブン対策税制を整備し、悪質なケースは摘発してきた。しか

し、税制には必ずグレーゾーンがあり、規制範囲は国ごとに異なる。課税権は国の主権だ

からです。ところが、経済活動に国境はない。そこに隙間（すきま）ができる。隙間を突

く者は必ず現れ、いたちごっこになるんです」  

 

ツケ払うのは一般の国民  

 

 菅義偉官房長官はパナマ文書の報道が初めて出た直後の６日の会見で、税務調査は「考

えていない」と述べ、当初は関心を示さなかった。しかし１５日になって一転、「税務調査

を行うなど適切な対応に努める」と政府答弁を出した。主要２０カ国・地域（Ｇ２０）財

務相・中央銀行総裁会議がこの問題への対策を強化する動きを見せたため、重い腰を上げ

て国際協調の姿勢を示したとみられる。  

 

 鈍い日本政府の反応とは対照的に、公益財団法人「政治経済研究所」理事で、タックス

ヘイブンを使った闇ビジネスに関する著書がある合田寛さんは「日本の国民はもっと怒っ

ていい。今回の騒動は租税回避問題に国民の目を向けさせるチャンスだ」とパナマ文書の

公開を積極的に評価する。「一部の富裕層だけが課税を逃れられるというのは、極論すれば

民主主義の危機です」と自身も本当に怒っている。どういうことか。  

 

 「一番の問題は、タックスヘイブンを利用できるのは手数料などを負担できる富裕層や

多国籍企業に限られることです。国際通貨基金（ＩＭＦ）の調査では、経済協力開発機構

（ＯＥＣＤ）加盟国だけで、年間５０兆円近くもの額を徴税できるのに、その機会が奪わ

れていると言われます。税収不足のツケは結局、国内で納税する国民に回ってきます」  

 

 真面目に税を払っている企業や国民の納税額に直結する問題という見方は富岡さんも同

じだ。「そもそも日本の税制は大企業に甘すぎる。私の試算では、大企業優遇の税制を見直

せば、法人税率を上げずに年間９兆円の税収を確保できる。消費税も上げる必要はない。

国民はもっと怒り、寝ている政府を起こすべきだ。租税回避に詳しい税理士を国税庁の味

方につけて摘発に当たるとか、日本政府がやれることはたくさんある」  

 

 パナマ文書公開だけでは、資産を隠す日本の企業や富裕層は震えない。「国民は課税逃れ



に怒っている」という声を上げ、新たな社会規範と法制度につなげなければ−−。  

 

 ■ことば  

タックスヘイブン  

 外国企業に対する税率が極めて低いか無税の国などのことで、パナマの他、カリブ海の

英領ケイマン諸島、英領バージン諸島などが有名。多国籍企業や富豪が課税を逃れるため、

投資会社や子会社を設置し、資産や利益を移すケースが多い。こうした国などは各国の金

融当局に対し情報開示に非協力的なため、マネーロンダリングなど犯罪の温床になるとの

批判も高まっている。 

 

日本企業の税逃れ告発 

タックスヘイブン利用“子会社の９９％ 実態なし”の例

も 

大門議員追及 抜本的課税強化を 

参院決算委 

 しんぶん赤旗 2016 年 4 月 26 日(火) 

日本企業が英領ケイマン諸島につくった子会社の９９％が、事業実態のないペーパーカン

パニーだ―。日本共産党の大門みきし議員は２５日の参院決算委員会で、タックスヘイブ

ン（租税回避地）を利用した税逃れの実態を告発し、抜本的な課税強化を求めました。 

 

 

 大門氏は、タックスヘイブン利用者の情報を暴露した「パナマ文書」にふれながら、日

本企業が課税逃れを目的に法人税率２０％未満の国などにつくったペーパーカンパニーが

増え続け、４千社を超えたと指摘しました。 

 

 事業実態がなければ現地の税率ではなく親会社の所得に合算して課税するタックスヘイ

ブン税制があるものの、親会社が株式保有を５０％以下にすれば対象外になるうえ、ペー

パーカンパニー自体がすべて把握されていないと強調。「抜け道がいくらもある」と批判し

ました。 

 

 そのうえで、日本企業による証券投資額が６３兆円で米国に次いで２番目に多いケイマ



ン諸島では、把握されているだけでも子会社５３１社の９９％がペーパーカンパニーだと

確認｡さらに､同島での投資収益約２兆８千億円のうち課税対象となったのはわずか１７５

５億円にとどまっていると国税庁の資料をもとに示し､｢あまりに落差がある。国際的にも

課税強化の方向は共有している。踏み込んだ対策が必要だ」と迫りました。 

 

 麻生太郎財務相は国際的な課税逃れ対策の取り組みを説明し、「この対策を現実に実行さ

せるのが日本の役割だ」と答えました。 

 

年金運用「愚直に説明」 ＧＰＩＦ高橋新理事長   

 2016/4/25 22:00 日本経済新聞 電子版 

 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の高橋則広理事長は 25 日、日本経済新聞

のインタビューで「運用成績の説明を愚直に繰り返すことで信頼を得たい」と語った。民

進党が求めている2016年１～３月の運用成績を今夏の参院選前に公表することには慎重姿

勢を示した。 

 

 高橋氏がメディアと単独で会うのは１日の就任後初めて。主なやりとりは以下の通り。 

 

 ――運用などの情報開示を巡る不満が国会でも強まっていますが、どう対応しますか。 

 

 「現状は運用成績を年４回開示している。頻度が多いとか、逆に情報が少ないという意

見もある。基本的には四半期ごとに市場の状態や業績については公表していく。分散投資

をすれば価格が上下する。長い目で見れば孫の代までの資産が確保できていると思っても

らえるよう、運用成績の変化要因などを繰り返し愚直に説明したい」 

 

 「外交文書と同じで、基本的には後の時代の人の判断を仰ぐために全てを開示する。こ

ういう銘柄をなぜ、どういう議論で買ったのかを検証できるようにしたい」 

 

 ――資産配分を株式重視に変更しました。 

 

 「長期的な利益を得るために、決められた裁量の範囲内で中央値から資産構成が上ぶれ

ることはあり得る。米国株や日本株がまだ割安だということであれば、徐々に増やしてい

く」 

 

 ――為替相場の変動によるリスクを小さくするため、外貨建て資産へのヘッジ導入は考

えていきますか。 



 

 「ヘッジを全くしないということは考えておらず、一部でトライする。相場の変動が激

しい新興国通貨だけではなく、ドルやユーロなど主要通貨でも考えていきたい」 

 

 ――日銀のマイナス金利政策には民間金融機関から懸念の声があがっています。 

 

 「マイナス金利の政策効果はまだ十分に出ていない。見極めるには半年から１年半程度

の時間が必要だ。住宅や設備の投資コストは非常に下がってきており、プラス効果の方が

大きい」 

 

 ――民進党は７月末予定の2016年１～３月の運用成績を今夏の参院選前に公表するよう

求めています。 

 

 「普通の企業でも１～３月だけ切り離して開示するということはしていない。これまで

通り１年間の業績と３月末の財務情報を一緒に開示することを繰り返していく中で、国民

の信頼と理解を得られると思う」 

 

 


